
一
頁

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中
「
確
保
の
促
進
」
を
「
確
保
の
促
進
等
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
雇
用
」
を
「
就
業
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
九
条
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
雇
用
確
保

措
置
」
を
「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
等
（
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
及
び
第
十
条
の
二
第
四

項
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
を
い
う
。
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
章
の
章
名
中
「
促
進
」
を
「
促
進
等
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
）

第
十
条
の
二

定
年
（
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
定
め
を
し
て
い



二
頁

る
事
業
主
又
は
継
続
雇
用
制
度
（
高
年
齢
者
を
七
十
歳
以
上
ま
で
引
き
続
い
て
雇
用
す
る
制
度
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
導
入
し
て
い
る
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
（
第
九
条
第
二
項
の
契
約
に
基
づ
き
、
当
該

事
業
主
と
当
該
契
約
を
締
結
し
た
特
殊
関
係
事
業
主
に
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
を
含
み
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
六
十
五
歳
か
ら
七

十
歳
ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
主
が
、
労
働
者
の
過
半

数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
の
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な

い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
同
意
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
得
た
創
業
支

援
等
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
に
つ
い
て
、
定
年
後
等
（
定
年
後
又
は
継
続
雇
用
制
度
の

対
象
と
な
る
年
齢
の
上
限
に
達
し
た
後
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
二
号
の
六
十
五
歳
以
上
継
続

雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
年
齢
の
上
限
に
達
し
た
後
七
十
歳
ま
で
の
間
の
就
業
を
確
保
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
定
年
の
引
上
げ

二

六
十
五
歳
以
上
継
続
雇
用
制
度
（
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
が
希
望
す
る
と
き
は
、
当
該
高
年
齢
者
を
そ
の
定
年
後

等
も
引
き
続
い
て
雇
用
す
る
制
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
導
入



三
頁

三

当
該
定
年
の
定
め
の
廃
止

２

前
項
の
創
業
支
援
等
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
い
う
。

一

そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
が
希
望
す
る
と
き
は
、
当
該
高
年
齢
者
が
新
た
に
事
業
を
開
始
す
る
場
合
（
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
場
合
を
含
む
。
）
に
、
事
業
主
が
、
当
該
事
業
を
開
始
す
る
当
該
高
年
齢
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
創
業
高
年
齢
者
等
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
当
該
事
業
に
係
る
委
託
契
約
そ

の
他
の
契
約
（
労
働
契
約
を
除
き
、
当
該
委
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
当
該
事
業
主
が
当
該
事
業
を
開
始
す
る

当
該
創
業
高
年
齢
者
等
に
金
銭
を
支
払
う
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
高
年
齢
者
の
就
業

を
確
保
す
る
措
置

二

そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
が
希
望
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
（
ロ
又
は
ハ
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
と

当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
と
の
間
で
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
が
当
該
高
年
齢
者
に
対
し
て
当
該
事
業
に
従
事
す
る

機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
が
、
当

該
高
年
齢
者
と
の
間
で
、
当
該
事
業
に
係
る
委
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
（
労
働
契
約
を
除
き
、
当
該
委
託
契
約
そ
の
他

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
が
当
該
高
年
齢
者
に
金
銭
を
支
払
う
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
、
当
該



四
頁

契
約
に
基
づ
き
当
該
高
年
齢
者
の
就
業
を
確
保
す
る
措
置
（
前
号
に
掲
げ
る
措
置
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

当
該
事
業
主
が
実
施
す
る
社
会
貢
献
事
業
（
社
会
貢
献
活
動
そ
の
他
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
の
利
益
の
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

法
人
そ
の
他
の
団
体
が
当
該
事
業
主
か
ら
委
託
を
受
け
て
実
施
す
る
社
会
貢
献
事
業

ハ

法
人
そ
の
他
の
団
体
が
実
施
す
る
社
会
貢
献
事
業
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
主
が
当
該
社
会
貢
献
事
業
の
円
滑
な
実

施
に
必
要
な
資
金
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
つ
て
い
る
も
の

３

六
十
五
歳
以
上
継
続
雇
用
制
度
に
は
、
事
業
主
が
、
他
の
事
業
主
と
の
間
で
、
当
該
事
業
主
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
で

あ
つ
て
そ
の
定
年
後
等
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
を
そ
の
定
年
後
等
に
当
該
他
の
事
業
主
が
引
き
続
い
て
雇

用
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
高
年
齢
者
の
雇
用
を
確
保
す
る
制
度
が
含
ま
れ
る
も

の
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
及
び
創
業
支
援
等
措
置
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
高

年
齢
者
就
業
確
保
措
置
」
と
い
う
。
）
の
実
施
及
び
運
用
（
心
身
の
故
障
の
た
め
業
務
の
遂
行
に
堪
え
な
い
者
等
の
六
十

五
歳
以
上
継
続
雇
用
制
度
及
び
創
業
支
援
等
措
置
に
お
け
る
取
扱
い
を
含
む
。
）
に
関
す
る
指
針
（
次
項
に
お
い
て
「
指



五
頁

針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５

第
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
指
針
の
策
定
及
び
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
に
関
す
る
計
画
）

第
十
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
高
年
齢
者
等
職
業
安
定
対
策
基
本
方
針
に
照
ら
し
て
、
高
年
齢
者
の
六
十
五
歳
か
ら
七

十
歳
ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
の
確
保
そ
の
他
就
業
機
会
の
確
保
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
主
に
対
し

、
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
又
は
助
言
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施

に
関
す
る
状
況
が
改
善
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業
主
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
作
成
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

事
業
主
は
、
前
項
の
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
計
画
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
計
画
を
作
成
し
た
事
業
主
に

対
し
、
そ
の
変
更
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



六
頁

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
高
年
齢
者
雇
用
等
推
進
者
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
を
「
高
年

齢
者
雇
用
確
保
措
置
等
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
項

及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
再
就
職
援
助
対
象
高
年
齢
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し

て
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
解
雇
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
当
該
高
年
齢
者
等
」
を
「
当
該
再
就

職
援
助
対
象
高
年
齢
者
等
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
等
」
を
「
再
就
職
援
助
対
象
高
年
齢
者
等
」
に
、
「
解
雇
等
」
を
「
前

条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
、
解
雇
等
」
を
「
、
解
雇
（
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
解
雇
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、

「
な
つ
て
い
る
高
年
齢
者
等
」
の
下
に
「
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
雇
用
状
況
等
の
報
告
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
継
続
雇
用
制
度
」
を
「
、
継

続
雇
用
制
度
、
六
十
五
歳
以
上
継
続
雇
用
制
度
及
び
創
業
支
援
等
措
置
」
に
、
「
の
雇
用
」
を
「
の
就
業
の
機
会
の
確
保
」



七
頁

に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

第
一
条
中
雇
用
保
険
法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
十
六
条
第
三
項
第
一
号
イ
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
第

四
項
の
改
正
規
定
（
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
四
号
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
条
の
規
定
、
第
四
条
中

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
項
の
改
正
規
定
、
同
項
を
同
条
第
十

項
と
し
、
同
条
第
八
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第

十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
規
定
並
び
に
第
六
条
中
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
百
二
条
第
二
項
の
改
正
規

定
及
び
同
法
附
則
第
十
九
条
の
二
の
改
正
規
定
（
「
令
和
元
年
度
」
を
「
令
和
三
年
度
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並

び
に
附
則
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

令
和
三
年
四
月
一
日



八
頁

五
・
六

（
略
）

（
準
備
行
為
）

第
十
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

指
針
の
策
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
お
い
て

も
、
同
法
第
十
条
の
二
第
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


